
 

申請方法
申請窓口

〜駐車場を利用される方へ〜
このスペースは、現在有効なパーキングパーミット

(身障者用駐車場利用証)の交付を受けた方のみ利用できます。

・パーキングパーミット利用証の掲示がない
・パーキングパーミット利用証の使用期限が切れている
・交付を受けた本人以外が乗降する
    この駐車場を本当に必要としている方々のためにも、
       皆様の御協力をよろしくお願いします。
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問合わせ先
〒８４０−８５７０
佐賀市城内１−１−５９
佐賀県健康福祉部社会福祉課 地域福祉担当
ＴＥＬ：０９５２−２５−７０５３

の場合は、
利用できません。
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